
○安来市外部労働者の公益通報処理規程 

平成２０年１１月２５日 

訓令第１８号 

（趣旨） 

第１条　この訓令は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」

という。）に基づく外部労働者からの公益通報を適切に処理するため、その事務

処理の基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）　公益通報　法第２条第１項に規定する公益通報をいう。 

（２）　外部労働者　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する

労働者（安来市職員の公益通報に関する規程（平成１８年安来市訓令第７号）

第２条第１号に規定する職員を除く。）をいう。 

（３）　通報対象事実　法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。 

（通報の窓口） 

第３条　外部労働者からの公益通報の受付及び公益通報処理の総合的管理を行う窓

口（以下「総合窓口」という。）を市民相談担当課に設置する。 

（通報の受付） 

第４条　総合窓口における公益通報の受付方法は、電話、電子メール、ファックス、

書面又は面会によるものとする。 

２　総合窓口は、公益通報を受け付けたときは、通報をした者（以下「通報者」と

いう。）の秘密は保持される旨を当該通報者に説明するとともに、当該通報者の

氏名及び連絡先並びに通報内容となる事実を聴取し、通報受付票（様式第１号）

に記録するものとする。 

３　総合窓口は、通報内容に係る事務を所管する部署が別にあるときは、当該通報

内容に係る事務を所管する課（以下「所管課」という。）に、当該通報に係る事

案を送致する。 

（通報の受理） 



第５条　所管課は、総合窓口と協議の上、受け付けた通報を公益通報として受理す

るかどうかを判断するものとする。この場合において、次に掲げるものは、受理

しないものとする。 

（１）　内容が具体性を伴わず不分明なもの 

（２）　内容が虚偽であることが明らかなもの 

（３）　単なる伝聞に基づくものなど、通報内容について信ずるに足りる理由が

明らかに認められないもの 

（４）　通報対象事実について、市が処分又は勧告等をする権限を有しないもの 

（５）　匿名で行われたもの 

（６）　前各号に掲げるもののほか、公益通報に該当しないことが明らかなもの 

２　所管課は、受け付けた通報を公益通報として受理したときは、公益通報受理通

知書（様式第２号）により、通報者に通知しなければならない。この場合におい

て、適正かつ円滑な業務の遂行に支障がある場合を除き、受理から処理の終了ま

でに必要と見込まれる期間を併せて通知するものとする。 

３　所管課は、受け付けた通報を公益通報として受理しないときは、その旨又は情

報提供として受け付ける旨を、当該通報者に説明しなければならない。この場合

において、当該通報が第１項第４号に該当するものであるときは、当該通報に係

る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく

当該通報者に教示しなければならない。 

（調査の実施） 

第６条　所管課は、公益通報を受理したときは、調査の必要性等を十分に検討し、

速やかに必要な調査を実施するものとする。 

２　調査の実施に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、

名誉、プライバシー等（以下「他の利益」という。）に配慮するとともに、通報

者が特定されないよう配慮しなければならない。 

（調査状況の通知） 

第７条　所管課は、調査の進捗状況を、通報者に対し、適宜通知するものとする。

ただし、通知すること自体が他の利益を侵すこととなるおそれがある場合は、こ

の限りでない。 



（受理後の教示） 

第８条　所管課は、通報の受理後に、当該通報内容となる事実が、市以外の行政機

関が処分又は勧告等をする権限を有するものであることが明らかになったときは、

当該処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を当該通報者に速やかに教示し

なければならない。この場合において、法の執行上問題がない範囲において、調

査によって作成した資料等を、通報者に報告するものとする。ただし、報告する

こと自体が他の利益を侵すこととなるおそれがある場合は、この限りでない。 

（調査結果の通知） 

第９条　所管課は、調査が終了したときは、その結果を書面により総合窓口に報告

するとともに、他の利益に配慮しつつ、調査結果通知書（様式第３号）により通

報者に通知しなければならない。 

（措置の実施） 

第１０条　所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認められるときは、速や

かに、法令に基づく措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

（是正の措置） 

第１１条　所管課は、前条に規定する措置をとったときは、その内容を書面により

総合窓口に報告するとともに、他の利益に配慮しつつ、是正措置結果通知書（様

式第４号）により通報者に通知しなければならない。 

（管理台帳の作成） 

第１２条　総合窓口は、公益通報案件管理台帳（様式第５号）を作成し、公益通報

の処理状況について明確にしておかなければならない。 

（職員の義務） 

第１３条　通報を受けた事案の処理に従事する者は、通報に関する秘密を他に漏ら

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２　通報を受けた事案について利害関係を有する職員は、当該通報の処理事務に関

与してはならない。 

（文書の管理） 

第１４条　所管課及び総合窓口は、公益通報の事案の処理に係る記録及び関連資料

を適切な方法で管理し、１０年間保存しなければならない。 



（協力義務） 

第１５条　市は、他の行政機関及びその他の公の機関から、通報に関する調査等の

協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うもの

とする。 

（その他） 

第１６条　この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この訓令は、平成２０年１１月２５日から施行する。 

　　附　則（令和８年３月１８日訓令第５号） 

この訓令は、令和８年３月１８日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

様式第５号（第１２条関係） 


